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指令第　７１９　号

裁 決 書

審査請求人　 ㎜

八戸

同代理人　　㎜

上記審 査請 求人 が 平成 ２２年 １月 ２ １ 日付け で提 起 した 三八地 域県 民 局長 （以下 『処分庁 』とい う。）

の 生活 保護 法 （昭和 ２５年 法 律 第１ ４４ 号。 以 下 「法」 とい う。）に よる保護 （以 下 単に 「保護 」 とい

う。）の変 更 を決 定す る処分 にう い て の審 査請 求 （以下 「本 件審 査請求 」とい う。）につ き、次め とお り

裁決 す る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㎜　　　　　　㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

主 文

処分庁が審査請求人に対して平成２１年１１月２０日付けで通知した保護の変吏を決定する処分（以

下「本件処分」という。）のうち、平成２１年１２月分以降の法第１１条第１項第３号に規定する住宅

扶助（以下単に「住宅扶助」という。）に係る保護の程度を2  3, 10  0 円とする部分（以下「住宅扶

助額変更部分」という。）を取り消す。

不　服　の　要　旨

本件審査請求の趣旨は、本件処分のうち、住宅扶助額変更部分を取り捐すとの裁決を求めるものであ

ると認められ、その理由とするところは、次のとおりである。

１　次のことを考え併せると、「厚生労働省の「住宅扶助基準額」では２人以上世帯は月額31000

円まで支給できることになっており、審査請求人の町営住宅家賃である月額2  7 9 0 0円はその金額

以内であ」るから、住宅扶助額変更部分は「誤っ」ている。

（１）「毎年」「示されている」▽「基準額」「自体が特別基準額であること」。

疔



１

ぷ

（２）生活保護法による保護の実施要領について〔昭和３８年４月１ 日社発第２４６号厚生省社会局長〕

通知）第７の４の（１）のオ （以下「住宅扶助特別基準額の考え方」とい う。） の「必要な額」と

は、「実際に支払っている額のこと」であるこ と。＼

（３）「［特別基準(1.  3 倍額） の単身者への適用］ とい う表題」の「問答」では「特に」、「世帯数、

・　 世帯員の状況、当該地域の住宅事情によりやむを得ない と認 められるもの」には「原則として単身

者 の場合」､の家賃等は「該当しない」としており、ITこのことは逆に複数世帯の場合は１．３倍額 ’

以内であれば特別基準の判断自体が必要のないものであり、」［２人世帯以上］につい､て、「基準額」
・　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　I

｡に１．３を乗じて得た額の範囲内であれば、住宅扶助特別基準額の考え方の「やむを得ないと芻 め

られるもの」の「範疇」となること。

２　 本件処分のうち、住宅扶助額変更部分は、住宅扶助特別基準額の考え方の 「当該地域の住宅事情」

によったとしか考えられない が、「そ のためにこそ」「低額家賃 の基準額に甘んじなければならない金

額設 定」がされているのであって、「その金額をさらに引き 下げるこ とは許され」ず、･憲法第２５条

及び 法に違反し、また、住宅扶助特別基準額の考え方に反していると「断ぜ ざるを得」ないこと。

３　 「県内の」「２人世帯以 上」に係る住宅扶助の基準について、「どこでも31000 円としてい るの

か」と「県の健康福祉政策課の複数の担当者」に質問したところ、「そうです」と回答があったこと。

処分庁の弁明の要旨

庁の弁明の趣旨は、本件審査請求を棄却するとの裁決を求めるというにあり、その理由とすると

ころは、次のとおりである。

１　住宅扶助特別基準額の考え方では、厚生労働大臣が別に定める額によりがたい家賃、間代、地代等

であって、世帯員数、世帯の状況、当該地域の住宅事情に｡よりやむを得ないと認められるものについ

て特別基準による額を認定するととができるとされており、その認定は保護の実施機関の判断による

ものであるが、処分庁では世帯員数が２人であることをもって直ちにやむを得ない事情があるとは認

めていない。

２　処分庁が審査請求人に対して平成２１年９月２日付けで通知した保護の開始を決定する処分に関

しては、審査請求人の世帯状況から住宅扶助特別基準額の考え方によるべきやむを得ない事情は認め

られなかったが、保護開始前に入居してりたものであることから、「早期に基準額2  3, 10  0円以‥

内の住宅に転居すること」夸保護の条件とルた「当面の間」のものであり、同日付け保護開始通知書

に明記するとともに、同月９日にも説明しているが、その時点では異議は申し立てられていない。
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３　処分庁では審査請求人に継続しで転居指導を行ってきたが、審査請求人は他地区の町営住宅への転

居を希望せず、現に居住する団地内でめ転居を望んでいたが、その実現は困難と郷めちれ、また、審

査請求人が生活保護法による保護の基準（昭和３８年４月１日厚生省告示第･１５８号。以下「保護基

準」という。）別表第３の２の厚生労働大臣が別に定める額以内の家賃の一般住宅を探しているとは

認められないことから、早期に当該額以内の家賃の住宅への移転は望めないと認め、本件処分におい

て「当面の間」の措置を「解除」したものである。

裁 決 の 理 由

１　 保護 は、法 第 ８条 第 １項 の規定 に より、厚 生労 働大 臣 の定 める基 準 によ り測定 した 法第 ６条 第２項

に 規定 す る要保 護者 の需 要 を基 とし、そ の うち、そ の者 の金 銭又は 物 品で満 たす こ とのでき ない 不足
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　●　　　・ Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

分 を補 う程 度 におい て行 うもの と され てお り、法第 ８条第 １ 項 の厚 生 労働 大 臣 の定め る基 準につ い て

は 、同条 第 ２項 の規定 に より、法第 ６条 第 ２項 に規 定す る要保 護者 の年 齢別 、性別 、世帯 構成 別 、所

在 地 域別 そ の他 保護 の種類 に応 じて必 要 な 事 情 を考 慮 した 最低 限度 の生 活 の需要 を満 たす に 十 分 な

も ので あっ て 、かつ 、これ を超 え ない も ので な けれ ばな らない とされ 、この こ とを受 け て保護 基 準が

定 め られてい る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／

本件 処分 は 、処分庁 が、職権 を もって、平成 ２１年 １２月分 以降 の審 査請 求人 に係 る保 護 の変 更を

決 定 し、審 査請 求人lこ対 して 同年 １ １月 ２ ０日付 けで 通知 した もので あ る。

２　 本件 処分 は、保護 の変 更 の決定 に より行 われ た も のであ り、その うち の住宅 扶助 額変更 部分 につ い

て は、処 分庁 の弁 明に よれ ば、当面 の間 の措 置 で あ る平成 ２ １年 ９月 ２日付 けで処 分庁 が審査 請求 人

に通 知 した 保護 の開始 を決 定す る処 分に お け る保護 の条 件 め早期 の履 行 が 望 めな い と認 められ た こ

とがそ の理 由 と されてい るが 、法で保護 の変更 をす るご とがで きる の拉、法第 ２５条第 ２項 の規 定に

よ る場 合 と法 第 ６２条 第３項 の規 定に よ る場 合 とがあ り、前者 は法 第１ ９条 第４項 に規定 す る保護 の

実 施機 関が 常 に法 第 ６条 第 １項 に規定す る被保 護者 の生 活状 態 を調査 し、保 護 の変 更を必 要 とす る と

認 める とき に 行 うも のと され 、後 者は 同項 に規 定す る被 保護 者 が法 第 ６ ２条 第 １項又 は第 ２項 の規 定

に よる義務 に違 反 した とき に行 うもの とされて お り、当該保 護 の開始 を決定 す る処分以 降、審 査請 求

大 にづ い て の保護 の変 更を決 定す べき住 宅扶 助 に係 る保 護基 準 の変 更 はな く、審 査請 求人 の生活 状態

に変 化 は認 め られ ず、ま た、処分 庁が審 査請 求人 に 同条 第 １項又 は第 ２項 の規定 に よる義務 を課 した 、

逆 の 立場 か らい え ば審 査 請求 人 が処 分庁 か ら同 条 第 １項又 は第 ２項 の規 定に よる義 務を課 され てい

た とい う事実 も認 め られない こ とか ら、こ れ を行 う理 由が ない 。なお 、処分 庁 は、当該 保護 の 開始 を
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決定する処分において保護の条件を付しているが、法の規定の趣旨や考え方を総合的に勘案すれば、・

このような場合には、まず法第２７条の規定による必要な指導又は指示をすることが想定されている

と認められ、その妥当性にも異議を挾まざるを得ない。　　　　　　　　　 ・　　　　　　　　。
３　以上により、本件処分のうち、 ついては、その余につき判断するまでもなぐ、

正当と認められないことから、本件処分の一部を取消しすぺきものである。

よって、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第４０条第３項の規定により、主文のとお

り裁決する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ

平成２３年４月51ﾖ

教 示

青森県知事
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，　この裁決について不服があるときは、この裁決があったことを知らた日の翌日から起算して３０日以

内に、厚生労働大臣に対して行政不服審査法による再審査請求をすることができる。

裁決め取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、県を被告

として（知事が被告の代表者となる。）、提起することができる。ただし、裁決があったことを知った日

の翌日から起算して３０日以内に再審査請求を行った場合には、裁決の取消しの訴えは、その再審査請

求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に提起しなけれぱならないこと

とされている。　　　／
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